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第 1 章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 
 

1. 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 
「環境影響評価法」第 16 条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を求めるため、準備

書を作成した旨及びその他事項を公告し、準備書を公告の日から起算して 45 日間縦覧に供した。 
 

(1) 公告の日 
平成 27 年 7 月 1 日（水） 

 
(2) 公告の方法 

①日刊新聞による公告（別紙 1 参照） 
下記日刊紙に「公告」を掲載した。 
・平成 27 年 7 月 1 日（水）付 岩手日報（朝刊：5 面） 
 

②地方公共団体の広報誌によるお知らせ 
下記広報誌に「お知らせ」を掲載した。 
・平成 27 年 7 月 1 日（水）発行 広報みやこ（別紙 2 参照） 
・平成 27 年 7 月 1 日（水）発行 広報いわいずみ（別紙 3 参照） 
 

③インターネットによるお知らせ 
平成 27 年 7 月 1 日（水）から、下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 
・株式会社グリーンパワーインベストメント ウェブサイト（別紙 4 参照） 

http://www.greenpower.co.jp/ 
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(3) 縦覧場所 
関係自治体庁舎等の計 6 箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用により縦

覧を行った。 
①関係自治体庁舎等での縦覧 
宮古地区合同庁舎、宮古市役所、宮古市川井総合事務所、宮古市新里総合事務所、岩泉町

役場、岩泉町役場大川支所 
②インターネットの利用による縦覧 
・株式会社グリーンパワーインベストメント ウェブサイト 

http://www.greenpower.co.jp/ 
 

(4) 縦覧期間 
・縦覧期間：平成 27 年 7 月 1 日（水）から平成 27 年 8 月 14 日（金）まで 

（土・日曜日、祝日を除く。） 
・縦覧時間：各庁舎・各公民館の開庁・開館時間内 

 
なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可能な状態

とした。 
 

(5) 縦覧者数 
縦覧者数（意見書箱への投函者数）は、意見なし 5 名も含めて、13 名であった。 
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2. 環境影響評価準備書についての説明会の開催 
「環境影響評価法」第 17 条の規定に基づき、準備書の記載事項を周知するための説明会を開催

した。 
 

(1) 公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、環境影響評価準備書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

（別紙 1、別紙 2、別紙 3、別紙 4 参照） 

 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

・ 開催日時：平成 27 年 7 月 16 日（木） 18 時 30 分から 20 時 

 開催場所：岩泉町大川基幹集落センター 

 来場者数：6 名 

・ 開催日時：平成 27 年 7 月 17 日（金） 19 時から 20 時 30 分 

 開催場所：宮古市役所基幹集落センター 

 来場者数：6 名 

・ 開催日時：平成 27 年 7 月 18 日（土） 14 時から 15 時 30 分 

 開催場所：宮古市役所川内地域振興センター 

 来場者数：3 名 

・ 開催日時：平成 27 年 7 月 18 日（土） 18 時 30 分から 19 時 30 分 

 開催場所：宮古市市民体育館シーアリーナスポーツフォーラム棟 

 来場者数：2 名 

 
3. 環境影響評価準備書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見の提

出を受け付けた。 
 

(1) 意見書の提出期間 
平成 27 年 7 月 1 日（水）から平成 27 年 8 月 28 日（金）まで 
（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 
(2) 意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた（別紙 4 参照） 
①縦覧場所に設置した意見書箱への投函 
②株式会社グリーンパワーインベストメントへの書面の郵送 

 
(3) 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は、10 通であった。 
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第 2 章 環境影響評価準備書について提出された環境保全の見地からの意見の概要と事業者の見解 
 

「環境影響評価法」第 18 条及び第 19 条に基づく、準備書について提出された環境保全の見地から

の意見の概要並びにこれに対する事業者の見解は、次のとおりである。 
 

No. 意見の概要 事業者の見解 
1 夏屋の開発は環境破壊だ 

川井地区夏屋の大規模林道に設置されようとする風力発

電の設置は、急傾斜地に大型重機をいれ山肌を削り、総延

長 33km の道と風車を設置する広場（70m×70m）が必

要で広大な面積の山地の山肌が重機で削られ、更地にな

り、雨が降ると濁り、土石が流れ、大きな土石流災害の元

凶となるかも、それが風車設置という人為的作業で起こる

のです。 
風車設置には高さ 100m を超える風車を支える強靭な基

礎が必要です。1 基 500 リューベともいわれます。それが

70 基です。コンクリートの総量は 35000 リューベにもな

ります。夏屋川の一帯は閉伊川支流で宮古市民 5 万人の

飲用水の水源地です。コンクリートのアルカリ分が地下水

に溶けだしたとき水質基準は pH8.6 です。大丈夫ですか。

宮古市民が飲用水、生活用水、工業用水を失うことなので

す。 

当事業では、尾根部を主に利用する計画となって

おり、ご指摘いただきました急傾斜地の山肌を削り

ながら道路及び作業ヤードを設置する計画ではあ

りません。計画地への輸送路は既存道路を有効に活

用し、計画地内においては、保護すべき動植物への

影響や工事による改変を極力少なくするため、特殊

な輸送車両、運搬装置を活用し計画地内の運搬路や

組立場所の検討を十分に実施いたします。また、周

辺の地形を利用しての作業ヤードの最小化、裸地部

の早期緑化等の対策に加え、現況の雨水排水状況を

変えない排水計画、土砂流出防止柵、沈砂池の設置

を必要に応じて適切に設置することで、土砂の流出

を抑える対策を実施いたします。 
コンクリートの使用量については、今後の地質調

査等の結果を受けて、基礎等の深さから検討を行っ

てまいります。コンクリートのアルカリ分の溶け出

しによる水源への影響については、各風車の離隔距

離を約 300m としており、仮にアルカリ分の水が溶

け出した場合にも分散されますし、沢からの水と合

流することで希釈されることから用水、生活用水、

工業用水には影響を及ぼさないものと考えており

ます。 
 

2 夏屋の環境保全を 
夏屋一帯の山地にはツキノワグマ、ニホンカモシカ、キ

ツネ、タヌキ、アライグマ、テンなど多くの獣やイヌワシ、

クマタカ、オオタカ、など 14 種類の猛禽類が確認され、

チャマタラセセリ等貴重な蝶もみられます。 
多様な生物が生息するのは、周辺を一杯森、害鷹森など

原生林に囲まれ豊かなエサ動物が育つ環境があり、里山か

ら消えたカッコウ類の鳴き声も多く聞かれ、イヌワシやク

マタカにとってはエサの捕獲しやすい牧野や更地が各地

にあり、多くの生き物の良好な生息地です。後世に残すべ

き貴重な一帯で、宮古市にとっては生き物の宝庫です。 

イヌワシの利用の多くは非繁殖期で、クマタカは

樹林性の種で尾根上への出現が少ない結果となり、

尾根上での風力発電施設による影響は小さいと考

えております。また、多くの種が確認されている樹

林環境の改変を極力少なくするなどの措置をとっ

ております。 
原生林という言葉の受け取り方にもよりますが、

一部にブナやオオシラビソの自然林が残りますが、

広くは一度伐採の入った二次林が広がっています。

特に尾根上の風衝地形では、長年手を入れて、地形

を守ってきた経緯があり、すでに林道が入っている

ことを考えると、風車施設の管理道として、しっか

りとした管理を行うことで、山地を守ることにつな

がると考えております。 
また、外来生物のアライグマについては文献資料

調査からも現地調査からも確認されておりません。

情報があるようでしたら、お聞かせ下さい。 
 

3 宮古岩風力発電事業 環境影響評価準備書について 
・北上高地の宮古岩泉地区にとっては最高峰というべき

地帯であり、このように大規模な事業は大きな環境破壊を

伴うものとして賛成できない。 
・集中豪雨があれば、崩壊を誘発して下流域に甚大な被

害をもたらすと考えられる。 
・北上高地は本州に残る最後の秘境といわれ、そこに巨

大な風力発電のタワーを林立させることは悠久の自然を

失うことになる。 

改変区域を必要最小限にし、緑化対策をすること

で影響の低減を図っており、必要以上の土地の改変

を抑え、沈砂池や土砂流出防止策などの環境保全措

置を実施することで、被害が生じないようにいたし

ます。 
今後も改変区域を必要最小限にすることなどによ

り、貴重な自然の保全に努めながら、計画を検討し

てまいります。 
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4 サクドガ森周辺に生育するアオモリトドマツ林の保全に

特段の配慮を望みます。 
サクドガ森のアオモリトドマツは北東北における分布地

の東限にあたります。 
青松葉山とサクドガ森に自生するアオモリトドマツ林か

ら、アオモリトドマツが徐々に、東側へと分布を拡大して

いることがわかります。 
従って、サクドガ森のアオモリトドマツが、最終氷期以

降の植物の移動を示す１つの現象として考えられるため、

この場所のアオモリトドマツは貴重であります。故に保全

して下さい。 
 

対象事業実施区域内においてもサクドガ森周辺で

オオシラビソ群落（アオモリトドマツ林）が確認さ

れております。そのため、オオシラビソ群落の保全

を目的とし、当初の風力発電機の配置計画を変更

し、オオシラビソ群落を避けた現在の配置計画とい

たしました。 

5 当該、風力発電機の設置計画地を含む、兜明神岳～サク

ドガ森～堺ノ神岳にかけての一帯は古くから「三兜」と呼

ばれて信仰を併せもつ優れた風景地であります。 
一部は、人口森に改変され、草地造成はされているもの

の、サクドガ森一帯は、北上高地におけるアオモリトドマ

ツの北限かつ東限の自生地として貴重であり、将来自然公

園の候補地にあげられて然るべき地域であります。 
従って、軽々と風力発電機を設置すべきではないと考え

ます。 
 

風力発電機の設置計画は、オオシラビソ群落（ア

オモリトドマツ林）を避けた配置とするなど、現地

調査結果や専門家のご意見を踏まえ、計画を変更い

たしました。今後も、貴重な自然の保全に努めなが

ら、計画を検討してまいります。 

6 自然界への影響、特にイヌワシやクマタカ等への心配が

大きいと思われますので、事業を反対いたします。猛禽類

が減少すると、ノウサギやヘビ、ネズミ等が増えて将来大

変な事になると思います。 

現地調査の結果を踏まえ、イヌワシやクマタカが

多く確認された現在の対象事業実施区域の南東側

を対象事業実施区域から除外するなど、極力イヌワ

シやクマタカ等への影響を回避するよう努めまし

た。イヌワシやクマタカは対象事業実施区域内でも

確認はされておりますが、探餌行動などが多くみら

れた場所は風力発電機設置箇所から除外するなど、

生態系への影響を回避・低減するような環境保全措

置を行ってまいります。 
 

7 震災以降自然エネルギー開発事業は目じろ押しの状態で

すが、電気という商品は地産地消の最たるものだと考えま

すが作られた電気は地元で使用されるのでしょうか。青森

県の原発で作られた電気は東京でつかわれる頃にはその

８０％が熱と電磁波になってしまいます。近くで使われな

い電気は作るべきではないと考えます。また国民に対して

の説明が全く不十分であると思います。県にもとい合せて

みましたが、内容を理解していると思えるような解答はい

ただけませんでした。不透明な部分の多い開発事業には反

対です。 
 

本事業により生み出された電気は、全量を東北電

力殿の送電網に供給する計画としております。供給

された電力は、東北電力殿の送電線、変電所、配電

線を通じ、負荷に応じて岩手県内を中心とした需要

家へ供給されることとなります。 
また、本事業についての理解を深めていただけま

すよう、評価書等の記載には配慮して作成いたしま

す。 

8  当研究会では、宮古岩泉風力発電事業の計画地につい

て、イヌワシならびにクマタカがハンティングエリアとし

て利用していることを確認しています。準備書においても

両種の出現が、確認されています。 
１）両種ヘの影響について 
 計画地に風車が建設されることにより、両種に対して、

衝突死の発生、ならびに生息環境の改変による繁殖ヘの悪

影響が予測されます。 
また、イヌワシについて、衝突確率を根拠として評価さ

れていますが、過去に衝突確率が低いとして建設された、

釜石広域ウィンドファームにおいて、2008 年にイヌワシ

成鳥の衝突が確認されており、その原因等については、未

総括の状態です。このようなことから、衝突確率によって

議論すること事態が、現時点で科学的根拠を持たないと考

えられます。 
 

イヌワシ及びクマタカは対象事業実施区域内で確

認されています。特にイヌワシの飛翔の多さから、

南東部の尾根を対象事業実施区域から削除した経

緯があり、繁殖への影響を少なくするために保全を

図ってまいりました。また、イヌワシの主な餌場と

なる草地環境やクマタカの主な生息環境である樹

林環境の改変を極力少なくするなどの措置をとっ

ております。一方、衝突確率には不確実性が伴うた

め、事後調査を行うこととしております。 
また、有識者については、鳥類や現地の状況に詳

しい専門家のご意見をうかがっておりますが、その

他の方からの意見聴取も検討してまいります。 
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 本計画は、両種の生息を損なう可能性が高く、事業の

中止もしくは大幅な計画変更が必要と考えます。 
２）有識者の意見について 
 有識者 2 名の意見として、クマタカは一般的に尾根部

の利用が少ないと読める記述があります。しかしながら、

現時点でそのような報告はなく、クマタカは尾根部もハン

テイングや移動のために利用することが多いのが事実で

す。これら 2 名の有識者は、鳥類の専門家として、知識

が乏しいと考えられます。 
意見を聴く有識者を猛禽類の生態に詳しい有識者に変

更、または増員すべきであると考えます。 
 

9 １．事業計画は大規模な環境改変です。 
 この事業計画地域は、北上高地の主峰、早池峰山の北

に位置する兜明神岳から堺の神岳に至る稜線上にあり、風

車の設置場所は一杯森、サクドガ森から害鷹森、上松森に

至る東西の尾根上にあり、希少な原生林も残っています。 
計画は、大型風車（2850Kw 高さ 136.5m ブレード

51.5m）を 70 基建設する岩手ではかつてない大規模なも

のです。森林の伐採、風車の取り付け用の広規格道路の新

設、風車の設置士地の造成、送電線の敷設、貯木場の造成、

野生生物ヘの影響、景観など広範囲の環境改変（環境改変

面積 62.14ha）するもので、その影響は測りしれないと考

えます。工事で発生する残士処理も問題です。また風力発

電施設の耐用年数は 20年と短く長期安定できる施設では

ありません。全国的に故障や事故の多いことも問題です。

昨年、関連企業の釜石 WF では風車の落下事故がありま

した。これらを考慮すると、風力発電は自然環境に与える

影響が大きく事業計画は中止すべきです。 

風力発電機の設置計画は、オオシラビソ群落（アオ

モリトドマツ林）を避けた配置とするなど、現地調

査結果や専門家のご意見を踏まえ、計画を変更して

おります。また、周辺の地形を利用し改変面積及び

樹木伐採を最小化する、裸地部の緑化、土砂及び濁

水の流出防止策を実施する、掘削土の場内での再利

用等の対策に加え、重要種の生息地点の改変が避け

られない場合には、専門家の助言を受けながら適切

な移植等の対策を実施することで重要種の保全に

努め、環境改変を可能な限り低減できるよう適切な

対策を実施してまいります。 
風車の稼動につきましては、適切なメンテナンス

を実施し、風車の長期間の安定稼動及び事故の未然

防止に努めてまいります。 
なお、当社と釜石広域ウィンドファームを操業し

ております企業との関連はございません。 
 

２．土砂災害が懸念されます。 
 事業地域の南の夏屋川の谷は、大規模林道の敷設によ

り皆伐されて樹木が未だ回復しておりません。ここに風車

建設のため、尾根上に広範囲に広規格道の建設は土砂災害

を誘発する危険があり、また、下流の住民の不安や河川を

荒廃させることになりますので、事業計画は中止すべきで

す。 

地元の夏屋地区の住民の方からの聴取により、ご

指摘の通り十数年前に高規格林道の敷設に伴い皆

伐をしたことを確認しております。山腹に伐採用の

作業道を複数開設し伐採を行なったため、当時は住

民の方も土砂災害等の発生を懸念されていたそう

ですが、土砂災害等の発生はその後なく、現在では

当時植林した樹木が十数メートル程度の樹高まで

成長しており、順調に回復してきているとのことで

す。 
また当事業では、主に平坦な尾根部への設置を検

討していること、周辺の地形を利用した改変面積及

び樹木伐採の最小化の実施、裸地部の緑化の実施、

土砂及び濁水の流出防止策の実施、掘削土の場内で

の再利用等の対策を行う等の対策を実施すること

で、土砂災害等の発生がないようにしてまいりま

す。 
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３．野生生物の調査結果について 
 調査では、希少な野生生物が多種、多数記録されてい

て、当該地域が優れた自然環境の場所であることを証明し

ています。 
ことに、希少猛禽類は 14 種記録され、その内イヌワシ

346 回とクマタカ 358 回の 2 種が非常に高い出現回数で、

事業地域は高度利用地域と思われます。イヌワシとクマタ

カは高い出現率に拘わらず、保護上から飛翔・確認、の記

録地図がないのは不自然で公表すべきです。 
 渡り鳥調査では、マガン、オオハクチョウ、小鳥類（マ

ヒワ、ツグミ、アトリ）が確認され渡りのルートであるこ

とが判明しました。また。希少種のコマドリ、キバシリ、

シラガホオジロなど総計 6243 羽が記録されています。動

物では、ツキノワグマが多く、コウモリ類はニホンコテン

グコウモリ、ヤマコウモリ等の生息が判明し、爬虫類のシ

ロマダラも記録されています。 
 事業計画地にはブナ、ダケカンバなどの原生林、野草

も豊かで、生物との調和のとれた自然環境が残されている

地域であることを示しています。 
また、イヌワシの餌となるノウサギは、工事施工の環境

改変（道路建設と風車の設置する広場）により列状間伐と

同じ効果で増加し、イヌワシの飛来が急増することが釜石

WF の例で分かっています。今回の結果でイヌワシの出現

記録は多いのに、さらに遠くのイヌワシを呼び込むことが

想定されます。ノスリの急増も考えられます。また、岩手

のイヌワシは繁殖率の低下で危機的な状況で国はレッド

リストの上位に指定保護しています。岩手県では専門の研

究員を置いて繁殖率の回復に務めています。繁殖率の低さ

はイヌワシの行動に現れます。初期に繁殖に失敗すると非

繁殖期の行動に移り、広い範囲を行動域にしてかなり遠い

地域（伐採地、河口等）でも索餌行動が観察されます。 
 ここはツキノワグマの生息密度の高い地域で、親子が

毎年見られている場所です。開発に追われ里山ヘの出現が

懸念されます。また、造成地は、近年急増のニホンジカの

餌場としてさらに個体数を増加させることが懸念されま

す。 
 

ご指摘いただいたように対象事業実施区域及びそ

の周辺では、希少猛禽類等の重要な種が確認されて

おります。特に、イヌワシ、クマタカの飛翔・確認

の位置図については、これらの種を保護する目的

で、岩手県環境保全課のご指導に基づき非公表とし

ております。 
ツキノワグマについては、現地調査において対象

事業実施区域内でも確認されておりますが、可能な

限り低騒音型の建設機械を使用するなど、影響を回

避・低減してまいります。 
ニホンジカについては、各地で被害が増えており

ますが、風力発電機の設置による個体数の増加等の

事例は確認されておりません。しかしながら、樹木

の伐採等を最小限にとどめるなどの環境保全措置

により、さらに個体数が増加することのないよう

に、影響の回避・低減に努めてまいります。 

４．バードストライク・バットストライクが懸念されま

す。 
猛禽類では、イヌワシ、クマタカの出現率が高く、バー

ドストライクが懸念されます。 
防止策は、南東部の設置数（89 基から 70 基）を減らし、

ライトアップはしないなどとありますが有効な対策では

ありません。風車設備だけでなく送電塔、送電線のバード

ストライクも脅威です。現在の風車は扇風機のようなブレ

ードの防護がなく構造的欠陥があり、今後も悲惨なバード

ストライクを発生させます。バードストライクの主要因

は、悪天候や時間帯（早朝、夕方）による視界不良であろ

うといわれています。悪天侯時（霧、雲、雨、雪）には、

風車を止めることが最善策と思います。結論として、希少

な鳥類（猛禽類の生息地、繁殖地、渡り鳥のコース）、コ

ウモリ類の生息地には風車を建設しないことが、最善策と

思います。また、バードストライクの予測の確率が示され

ていますが、釜石 WF の例もありあてになりません。 
 

環境保全措置にも挙げておりますように、構内の

配電線は極力地中埋設にするなど、風力発電機以外

の構造物についても考慮した計画としてまいりま

す。 
また、衝突確率については、予測に不確実性があ

ることから事後調査を行うこととしております。悪

天候時のバードストライクについても、事後調査の

結果、影響の程度が著しいことが明らかになった場

合は、専門家の助言や指導を得て、状況に応じてさ

らなる効果的な環境保全措置を講じることとして

おります。 
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５．専門家の意見について 
 専門家の氏名は伏せられていますが、公表すべきです。 
動物の専門家 A 氏は、ヤマコウモリのバットストライク

を懸念しています。 
鳥類は 2 名（B 氏 C 氏）の方の意見には、疑念の念を感

じます。風車の設置規模は、大型の風車を広範囲に設置す

るもので、これまで、岩手では前例のない大型開発で、そ

の影響は分からないのが実状と思われます。2 名の意見

は、イヌワシ、クマタカの出現回数が多いにも拘わらず、

事業地域はイヌワシの営巣地から離れている、非繁殖期の

利用が考えられる。クマタカは尾根を利用しないので事業

ヘの影響は少ない。マガンは事業予定地を休息地としな

い。アマツバメは風車に衝突する種とは思わない等。とて

も野鳥の生態を熟知しているとは思われません。イヌワ

シ、クマタカのバードストライクを懸念する意見が全く見

られません。 
 この意見に従い事業が決定したなら、釜石 WF の二の

舞となります。風車設置の環境改変（餌場の提供）により

イヌワシの飛来数が急増し国内初のバードストライクが

設置後僅か 4 年弱で発生しています。 
 

専門家の氏名については、環境影響評価準備書の

審査手続きの際に求められれば公表しております。 
有識者については、鳥類や植物及び現地の状況に

詳しい専門家のご意見をうかがっておりますが、そ

の他の方からの意見聴取も検討してまいります。 

６．優れた景観が損なわれます。 
 この地域は、大規模林道建設で事業予定地の峠周辺か

らは早池峰、薬師岳、堺の神岳、などの北上山系のすばら

しい景観が一望できます。峠付近には地元の運営する『峠

の茶屋』もあり訪れる人の憩いの場所となっています。こ

こから谷を旋回するイヌワシも良くみられます。風車施設

が建設されると景観が台無しになります。 

周辺住民の方や不特定多数の方の来訪がある地点

及び景観資源として重要な地点からの風車の見え

方について検討を実施した結果、視認性・地点への

立ち入りの可能性の観点から景観上支障を及ぼす

恐れがある地点として、「道の駅やまびこ館」及び

「峠の茶屋 楓」を挙げました。しかしながら、風

車が周囲の景観に溶け込み景観に支障を及ぼすこ

とがない配色として明灰色を選択することや改変

部分の緑化によりその影響を低減できるものと考

えております。 
なお、「峠の茶屋 楓」については、現状では不定

期での営業となっており、年に 1 度のイベント開催

時以外は利用者がほぼない状況であることから、事

業開始後に風車の並ぶ姿を一望できるようになる

と、地元の新たな観光名所となり利用者の増加を期

待する声も地元では寄せられております。 
 

７．マスコミへの専門家の投書について 
 岩手日報 8 月 5 日の日報論壇に『風力発電力か然保護

か』と題し林学の専門家（東北地域環境研究会顧問）のこ

の事業に対する意見が掲載されました。 
 要約すると、以下の通りです。「この地はかつて自分

が風蝕地の緑化事業に長年、取り組み再生させた地域であ

る。再び開発されると「北上砂漠」再発のおそれがある。

さらに当該地は景観が卓越し、グリーンツーリストの数も

増えつつある。 
このような自然愛護コースに、巨大な風力発電塔の林立

する姿や施工のための森の伐採、作業のための地表剥奪

は、けっして好ましいものではない。イヌワシなどの 
希少動物類の行動ヘの影響も軽視できない。」 この地

の保全に携わった専門家の意見ですので、参考にして下さ

い。 

有識者については、鳥類、動物、植物及び現地の

状況に詳しい専門家のご意見をうかがっておりま

すが、その他の方からの意見聴取も検討してまいり

ます。 

８．結論として宮古岩泉風力発電事業に反対 
 以上のことから、北上山系のすばらしい景観が一望で

きる場所と、希少な鳥類（猛禽類の生息地、繁殖地、渡り

鳥のコース）コウモリ類の生息地に風車を建設することに

反対します。 
以上 

工事に対する適切な対応及び、事業開始後の不確

実性に対する事後調査の実施により環境に対する

影響を可能な限り低減いたします。 
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10 環境影響評価の準備書について環境保全の面から、当該

地域を風力発電の立地とすることに、憂慮を抱き意見を具

申する。当該地は北上高地の稜線部にあり、風蝕荒廃地が

分布していた。かつての北上山系大規模開発事業の開始の

際にも、このことが重視され、国・県では岩手大学農学部

や農林省林業試験場東北支場（当時）の協力で、実態調査

や気象観測等を実施した。その当時存在した荒廃裸地面積

は、民有林 203ha、国有林 138ha 合わせて約 340ha、総

数 875 か所存在したことが、岩手県森林保全課の調べ

（1976）で明らかにされている。 
北上高地の山頂付近の標高およそ 800m 以上の西向き斜

面や頂部は、冬季は瞬間風速 30m/s を超す激しい季節風

と、深さ 0.5m 以上の土壌凍結、顕著な霜柱・凍上現象が、

素因となっている。それに粗放な林野放牧のための森林の

伐採や過放牧が誘因と考えられる。山頂部は強風のため、

積雪はほとんどなく、地表面の保護が不十分で、土壌凍結

の融解後に、基盤の古生層の上に存在する火山灰土が春先

に乾燥し、強風に飛散しあたかも砂漠のような砂煙が広域

に吹き上げる状況であった。当時の新聞紙上ではこの現象

を「北上砂漠」と表現した。本準備書には該当地の気象観

測や土地荒廃や植生再生既存資料が取上げていない。 
荒廃地復旧するために、国有林を管轄する青森営林局や

地元岩泉営林署、民有林を管轄する岩手県や地元宮古農林

事務所では、前記岩手大学農学部や、農林省林業試験場東

北支場等の協力を得て、当初は一杯森や外山地区（岩泉町）

等で、昭和 42 年度～平成 12 年度（1967～2000）の長期

間試行錯誤の試験工事に取り組んでいる。以後、多額の経

費と辛苦を重ね、そのほとんどを緑化に成功した。せき悪

な裸地に樹草の種子を播き、風を防ぐ丸田柵の施工、むし

ろ伏せなどを施工し、その後ダケカンバとカラマツを植林

して、やっとのことで現況のような森林に戻した。18 年

の歳月と 8 億円の治山投資し蘇った外山地区には、関係

者の叡智と努力が刻まれた石碑が建立されている。このよ

うな経過を決して看過してはならない。 
こうして荒廃地が緑に蘇ったとはいえ、一部に荒廃裸地

が残存しており、例を挙げれば、堺ノ神岳の周辺のカラマ

ツ林の成林地では、強雨のため、先折れや根浮き倒伏が見

られる。つまり、植生が回復したとはいえ、土地保全の管

理が不十分であれば、まだまだ、再荒廃する危険性を計画

に潜在させている。この度の風力発電の対象地は、まさし

く上記の治山事業対象地と重なり、かなりの部分は土砂流

出防備保安林となっている。このような場所を、国や県で

軽々に許認するとは考えられないが、万が一の実施の運び

になるようであれば、既存の現地の気象観測資料や各種試

験結果を精査し、万全の保全対策を考える必要がある。 
土地保全上のことを主に述べたが、当該地は北上高原の

準平原地帯で、景観上も卓越している。最近、この恵まれ

た自然環境を大規模林道（緑資源）等利用し、宮古市の木

の博物館の見学を含め、グリーンツーリストが増加しつつ

ある。この中心部に巨大な風力発電塔の林立や、その設置

のために稜線部の森林伐採や、林地剥奪の状況を見せるこ

とや、開発でイヌワシの行動域を制約することにもつなが

り、残されていた北上高知の素晴らしい景観を損なうこと

は明らかである。クリーンエネルギーの開発や発展を否定

する意図はないが、総合的な県土保全の観点から、この度

の風力発電の立地選定には、これまで直接携わってきた知

見をもとに不賛成の意を表する。 

ご指摘いただきました事項については、当社とし

ても慎重に扱うべきものと考えております。土地の

形状等を判断しながら、改変面積及び伐採面積の最

小化の対応及び緑化による植生の回復等の措置を

実施することとしておりますが、これまでの治山事

業の経緯や実施内容も踏まえながら表土や樹木の

保護について有識者、国、県の指導を得て、適切な

対応を検討及び実施してまいります。 
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日刊新聞紙における公告 
 

岩手日報 （平成 27 年 7 月 1 日 朝刊 5 面） 
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7 月 1 日発行 「広報みやこ 7 月号」 
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7 月 1 日発行 「広報いわいずみ 7 月号」 
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